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２ 財政健全化に向けた取組  
 

 ○これまでの取組 

   本県では、基本構想等に基づき、県民福祉の向上や地域課題の解決に資する施策・事業を推進するとともに、

景気の悪化局面では、国に呼応して緊急経済対策を実施し、県内経済の活性化に努めてきました。 

   一方、財政面においては、世界同時不況や三位一体の改革の影響等により、厳しい財政状況が見込まれたこと

から、平成10 年度から平成26 年度まで数次にわたり行財政改革の取組を実施してきました。しかし、人口減

少や少子高齢化の進行など、解決すべき多くの行政課題になお直面していたことから、平成 26 年度に、平成

27 年度から平成30 年度までの県における行政経営の基本的な考え方と具体的な取組内容を定めた「滋賀県行

政経営方針」を策定しました。 

さらに、社会保障関係費の増加や、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会等の大規模事業の財政需要の

拡大などから、平成30 年度に、令和元年度から令和４年度までの県における行政経営の基本的な考え方を定め

た「滋賀県行政経営方針2019」を策定し、この取組期間において、基金・県債の残高も目標を達成しました。 

 

 ○「滋賀県行政経営方針2023-2026」に基づく実施計画の策定および推進 

国は、令和３年度に「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、令和４年度から令和６年度まで、地

方一般財源総額を令和３年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することとしました。 

本県では、平成29 年２月定例会議における議会決議も踏まえ、定期的に財政収支見通しの試算を行い、公表

していますが、令和５年２月試算結果では、令和８年度までの累計で623 億円の財源不足が生じる見込みとな

っており、今後の安定的な財政運営を継続する必要があるため、令和５年３月に「滋賀県行政経営方針2023-

2026」（取組期間：令和５年度～令和８年度）を策定し、歳入・歳出両面から収支改善の取組を計画的に進め、

財源不足の縮減を図ることとしました。 

また、令和６年２月に、直近の状況等を反映した財政収支見通しの試算を行いました。 

 

 ○財政収支見通し（令和６年２月試算） 

以下の前提条件により、今後の財政収支の見通しを試算しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R7 R8 R9 R10 R11 R12

1.7% 1.0% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7%

2.8% 3.0% 3.2% 3.3% 3.3% 3.2%

大規模事業等

社会保障費

歳
　
　
　
出

人　件　費

公　債　費

●令和６年度当初予算をベースに、今後の年齢構成の変動等を勘案して積算

●既往債の償還予定額や今後の投資的経費の見込みを踏まえて所要額を試算

　　（今後発行する県債の金利は、内閣府試算の名目長期金利等を基に国債と県債の金利差（+0.1％）を考慮して
       借入先別に設定）

全
 

体

歳
　
　
　
　
　
　
入

県　　 税

●令和６年度の税収をベースに内閣府試算の名目GDP成長率（下記）を踏まえ、本県の状況を一定反映するため、
　 名目GDP成長率×弾性値（県税収の伸びを県内総生産の伸びで除した値（法人二税0.997、その他0.999））に
 　より試算

名目GDP成長率

※試算時点で判明している税制改正の影響を見込んで試算

※譲与税・地方消費税清算金・税交付金については、税の動向に合わせて変動

地方交付税

●令和６年度当初予算をベースに次の条件により試算

　   　その他の費目は、人件費や社会保障費の伸びを基に試算

　 （収入）　県税の伸び率を基に試算

       ※県税等（法人二税等）との算定の差は、後年度に精算が発生するものとして計上

国庫支出金
県債
基金 ●臨時財政対策債は、既往債に係る償還分について試算

●令和６年１月の内閣府の中長期試算に合わせ、「ベースラインケース」と「成長実現ケース」の２つのケースで試算

●以下の個別試算している項目以外は、令和６年度当初予算を基本に計上

●財政収支見通しの期間は、令和６年度(2024年度)から令和12年度（2030年度）までの期間

ベースライン

成長実現

　 （需要）　事業費補正・公債費は、県債の借入実績や推計を基に個別に試算

●大規模事業など歳出を個別に積算しているものの財源は、現在の国庫補助制度や地方債制度等を踏まえ、
 　歳出に合わせて個々に積算し、その他は令和６年度当初予算と同額として試算

※人事委員会勧告は､令和６年度以降も一定の上昇があるものとして積算 

●現時点で判明している情報を基に、年度間の金額の変動が大きい大規模事業を抽出し、個別に所要見込額を積算

●令和６年度当初予算をベースに、過去の伸び率や今後の人口動態等を基に個別に所要見込額を積算
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（億円）

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

▲ 182 ▲ 114 ▲ 117 ▲ 104 ▲ 112 ▲ 106 ▲ 146

　※再掲 （累　計） (▲ 182) (▲ 296) (▲ 413) (▲ 517) (▲ 629) (▲ 735) (▲ 881)

▲ 182 ▲ 110 ▲ 102 ▲ 87 ▲ 79 ▲ 61 ▲ 109

　※再掲 （累　計） (▲ 182) (▲ 292) (▲ 394) (▲ 481) (▲ 560) (▲ 621) (▲ 730)

▲ 182 ▲ 112 ▲ 110 ▲ 96 ▲ 96 ▲ 84 ▲ 128

（累　計） (▲ 182) (▲ 294) (▲ 404) (▲ 500) (▲ 596) (▲ 680) (▲ 808)

成長実現ケース

中 間 値

ベースラインケース

（億円）

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

1,793 1,861 1,879 1,894 1,908 1,921 1,933

1,320 1,330 1,340 1,360 1,370 1,380 1,390

548 537 620 540 500 463 465

臨財債 20 20 20 20 20 19 18

2,302 2,309 2,183 2,145 2,132 2,087 2,097

5,963 6,037 6,022 5,939 5,910 5,851 5,885

3,163 3,102 3,163 3,142 3,224 3,212 3,300

人件費 1,733 1,669 1,748 1,695 1,757 1,712 1,772

扶助費 687 708 725 743 761 781 802

公債費 743 725 690 704 706 719 726

920 902 980 911 841 790 802

2,062 2,147 1,996 1,990 1,957 1,955 1,929

6,145 6,151 6,139 6,043 6,022 5,957 6,031

▲ 182 ▲ 114 ▲ 117 ▲ 104 ▲ 112 ▲ 106 ▲ 146

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

1,793 1,881 1,937 1,997 2,062 2,129 2,195

1,320 1,310 1,290 1,260 1,230 1,200 1,150

548 537 620 540 500 463 465

臨財債 20 20 20 20 20 19 18

2,302 2,322 2,211 2,201 2,215 2,197 2,236

5,963 6,050 6,058 5,998 6,007 5,989 6,046

3,163 3,103 3,164 3,145 3,231 3,227 3,328

人件費 1,733 1,669 1,748 1,695 1,757 1,712 1,772

扶助費 687 708 725 743 761 781 802

公債費 743 726 691 707 713 734 754

920 902 980 911 841 790 802

2,062 2,155 2,016 2,029 2,014 2,033 2,025

6,145 6,160 6,160 6,085 6,086 6,050 6,155

▲ 182 ▲ 110 ▲ 102 ▲ 87 ▲ 79 ▲ 61 ▲ 109

ベースラインケース

財源不足額 A-B    C

成長実現ケース

県税

地方交付税

その他

計　　A

投資的経費

その他

歳
　
　
　
入

県債（行革債除く）

歳
　
　
　
出

義務的経費

計　　B

財源不足額 A-B    C

その他

投資的経費

歳
　
　
　
入

地方交付税

計　　A

県税

県債（行革債除く）

歳
　
　
　
出

義務的経費

その他

計　　B

①収支見通しの状況 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②財源不足の状況 

  

 

 

 

 
 
 
 

○財源不足への対応 

上記のとおり令和8 年度までの累計では、404 億円、さらに、令和12 年度までの累計では、808 億円の財

源不足が見込まれる厳しい状況であり、「滋賀県行政経営方針2023-2026」に基づく収支改善の取組等を行っ

てもなお、追加の対策を行わない場合、今後、財政調整基金が枯渇する可能性があることや、防災・減災、国土

強靱化対策等への対応により、臨時財政対策債を除く県債残高の増加傾向が続くことが見込まれることから、限

られたヒト・財源の有効活用ならびにより効果的・効率的・経済的な行財政運営への転換に向けて取組を進めま

す。 

 

財政運営上の目標   

・財政調整基金残高          毎年度 100 億円程度を維持 

（災害対応等に必要と考えられる規模） 

・臨時財政対策債を除く県債残高   令和8 年度末 7,200 億円程度 

 （国土強靱化対策や公共施設の老朽化対策等の財政需要に対応しつつ、公債費の適正管理を図り、計画期間   

中の発行額を概ね現状見込まれる範囲内に抑制） 


